
10月7日（火）、八戸ＪＣＴ駐車帯において、特殊車両の取り締まりを実施しました。

特殊車両を通行させる場合は特殊車両通行許可証を携帯し、
法令を順守して安全に走行しましょう！！

https://www.tokusya.ktr.mlit.
go.jp/PR/

お手続きはこちらから

皆さんがいつも使用している道路は、一定の寸法や重量の車両が通行することを想定して
作られており、それを超過する大型車両が走行する場合は、道路法による「特種車両通行許
可」が必要です。違法に重量オーバーした大型車両は、道路を傷める大きな原因となり、補
修工事を増やしたり、渋滞や事故の原因になるため、定期的に取締を行っております。

◎今回取締した結果、法令に違反している車両はありませんでした。

特殊車両の取り締まりを実施しました
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計測の様子

https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

